
令和７年度 不祥事防止に係る取組 

                                 東広島市立入野小学校 

１ ねらい  

○ 教育公務員としての自覚をもち、職務を遂行する教職員を育成する。 

○ 教職員の心身の実態を把握し、学校全体で不祥事の根絶を目指す。 

○ 不祥事を未然に防ぐため、服務研修の充実を図る。 

２ セクハラ・体罰相談窓口の設置（担当：教頭、生徒指導主事、養護教諭） 

３ 不祥事未然防止の研修計画 

○ 不祥事防止委員会（校長・教頭・教務主任・保健主事）・・・毎月１回実施 

○ 全体服務研修・・・毎月１回以上実施  

月 研修内容項目 研修内容〔参考資料〕 研修方法【担当】 

４

月 

会計管理 

 

 

○諸費会計の取り扱いについて 

○学級会計簿（印鑑・領収書・決済・監査）について 

〔東広島市立入野小学校諸費会計等取り扱い規程〕 

講義【事務主幹】 

 

５

月 

教職員のメンタルヘルス 

 

危機管理意識の向上 

 

 

不適切な指導の防止 

 

 

体育活動中の事故防止及

び体罰・ハラスメントの

根絶 

○今年度の目標や心配事等、面談を通しての教職員への指

導・助言 

○危機管理マニュアルを用いた食物アレルギー・食中毒・

異物混入等の対応について 

〔危機管理マニュアル〕 

◯不適切な指導の防止について  

〔指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイ

ドライン〕 

◯学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメ

ントについて 

〔スポーツ事故防止ハンドブック〕 

〔運動部活動での指導のガイドライン〕 

面談【校長・教頭】 

 

講義【養護教諭】   

 

 

講義・協議【校長・教頭】 

 

 

講義・協議【体育主任】 

６

月 

AEDを用いた救急対応 

 

わいせつ行為・セクシャ

ルハラスメントの防止 

○AEDの使い方と心肺蘇生法の手順について 

〔自動体外式除細動器の適切な管理等について〕 

◯教職員としての自覚ある行動について 

◯教職員間のコミュニケーションについて 

講義・演習【養護教諭】 

 

講義・協議【保健主事】 

    

７

月 

交通事故の未然防止 

 

○交通事故未然防止に向けての取組について 

◯交通事故への対応と速やかな報告・連絡について 

〔教職員による不祥事の根絶〕 

〔記者発表資料〕 

講義・協議【５年担任】 

 

９

月 

体罰の禁止 

パワーハラスメントの防

止 

○体罰の定義・不適切な指導の例について 

◯児童及び保護者への対応について 

◯教職員間のコミュニケーションについて 

〔教職員による不祥事の根絶〕 

講義・協議【２年担任】 

 

10

月 

教職員のメンタルヘルス 

危機管理意識の向上 

 

 

○面談を通しての教職員への指導・助言 

◯危機管理マニュアルの徹底について 

○授業中の事故について 

〔危機管理マニュアル〕 

面談【校長・教頭】 

講義・協議 

【特別支援学級担任】 

 

 

 



 

11

月 

ストレスマネジメント 

 

○身体面・心理面からの自己管理について 

〔ストレスチェエクシート〕 

講義・演習【専科】 

 

12

月 

飲酒運転の根絶 ○飲酒運転による事故状況と対応 

○飲酒運転による罰則規定と懲戒処分の指針 

〔教職員による不祥事の根絶〕 

〔記者発表資料〕 

講義・協議 【２年担任】 

１

月 

危機管理意識の向上 

 

○危機管理マニュアルの徹底について 

○感染症の予防等 

〔危機管理マニュアル〕 

講義・協議【養護教諭】 

２

月 

教職員のメンタルヘルス 

教育課程管理 

 

○面談を通しての教職員への指導・助言 

○授業時数の管理について 

○指導要録の記入事項について 

面談【校長・教頭】 

講義・協議【教務主任】 

 

３

月 

個人情報漏洩 

 

○個人情報漏洩について 

〔成績処理のための資料（各自）〕 

講義・協議【教頭】 

 

随

時 

記者発表資料から学ぶ不

祥事防止 

○酒気帯び運転・安全管理の不徹底・個人情報漏洩・不適

切な生徒指導 等 

〔記者発資料〕 

講義・協議【校長・教頭】 


